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《要約》
１. 日本の人口は2010年をピークに減少に転じており、東京都も将来的に減少することが予測されて
いる。

２. 人口の減少は、同時に労働力人口の減少となり、日本は全国的に労働力不足状態である。
３. 人口問題は本来出生率が課題となるが、出生率の向上が進まないなか、人口減少、労働力不足状
態に対応する１つの手段として、外国人労働者の導入が進められ、2023年に205万人に達している。

４. そのため、日本では外国人労働者を迎える基本的姿勢が問われている。
５. そこで、高知県を事例に外国人労働者を迎える基本的姿勢を提示した。それは高知県（民）と外
国人労働者が協働して新しい高知県づくり、新しい地域社会づくり、新しいふるさとづくりをす
ることである。

６. そして、両者が良好な関係になるための基本的原則も提示した。
７. これは高知県だけでなく、日本全体の国土づくりの基礎になるものである。



はじめに
日本の人口は2010年の１億2,806万人をピーク
に減少に転じ、2020年に１億2,615万人となって
いる。
これがさらに2050年１億469万人へ減少すると
予測されている。
都道府県別にみると、農山漁村地域を中心に人
口減少が進むことが予測されている。たとえば、
高知県は2020年の69.2万人から2050年には45.1万
人に減少すると予測されている。
そのなかで人口を維持していくためには、その
国の出生率を向上させることが基本である。
しかし、日本の2022年の合計特殊出生率は1.26
であり、人口を維持するための2.07には遠く及ば
ない。ちなみに高知県は1.36である。
この人口減少は同時に日本の労働力人口の減少
をもたらし、日本の労働力不足、人財不足の状態
を生みだしている。
この日本および各地域の労働力不足をどのよう
に解決しようとしているのか。
その一つが、外国人労働者の導入である。しか
も、この外国人労働者の中心が比較的賃金の安い
東南アジアの国々からであると、新しい問題が生
じる。
日本の雇用する側の企業や事業体が、日本の労
働力不足をより安い外国人労働者でカバーすると
いう状態が生まれると、日本への不満、あつれき、
対立などの問題が生じる可能性が生まれる。それ
が進めば、欧米諸国にみられるような深刻な事態
も予測される。
勿論、日本においても外国人労働者をめぐって
いろいろな問題が起こっている。
それゆえ、本稿では人口減少が進む高知県を事
例として、外国人労働者を迎える基本的姿勢を提
起していきたい。

Ⅰ 日本および都道府県別人口の推移
１ 日本および都道府県別人口の最近の動向
日本および都道府県別人口はどのように推移し
てきたのか。1980年以降をみると、表１のごとく
である。

日本の人口は、1950年の8,412万人から一貫し
て増加し、1980年には１億1,706万人になってい
る。それ以降も増加し、2010年には１億2,806万
人のピークに至る。この2010年をピークにそれ以
降は一貫して減少し、2022年には１億2,495万人
まで減少するのである。
このように、日本は2010年をピークに一貫して
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表１ 日本および都道府県の人口の推移
（1980－2022年）



減少していくのである。
それでは、都道府県別人口は、どのように推移
したのだろうか。都道府県別人口では、東京圏一
極集中問題が大きな課題となっているので、東京
都および東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼
玉県）と人口減少県・高知県の動向に焦点をあて
ながらみていこう。
第２次世界大戦後をみると、1950年には東京都
は628万人で日本の7.5％、東京圏は1,305万人で
日本の15.5％から始まったといえよう。高知県は
87万人で日本の1.04％であった。
これが、1980年には東京都1,162万人となり、
日本の人口の9.9％を占めるようになる。そして、
東京圏は2,870万人と日本の24.5％を占めるよう
になる。これに対して高知県は83万人となり、比
率は0.71％に減少している。
日本の人口がピークに達する2010年は、どう
なっているのか。東京都は1,316万人へ増加する
とともに、占有率も10.3％へと上昇している。同
じく東京圏も3,562万人へ増加するとともに、日
本の27.8％を占めるようになるのである。
これに対して、高知県は76万人へ減少すると共
に、占有率も0.6％へ低下している。
それでは、最も新しい2022年はどうなっている
のか。東京都は1,404万人に増加し11.2％へさら
に上昇している。東京圏は3,685万人で、日本の
29.5％を占めることになっている。
これに対して、高知県は、68万人で日本の
0.54％である。
なお、2010年に対して、2022年に人口が増加し
ているのは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、
愛知県、福岡県、沖縄県のわずか７都県であり、
その他40道府県は人口が減少しているのである。

２ 日本および都道府県別人口の将来予測
それでは、今後の日本および都道府県別人口は
どのようになると予測されているのか。表２のご
とくである。
日本の人口は、2010年の１億2,806万人をピー

クに、それ以降は一貫して減少すると予測され、
2020年には１億2,615万人になっているが、これ
が2030年には１億2,012万人、2040年１億1,284万
人となり、2050年には１億469万人まで減少する
と予測されている。
それでは、都道府県別人口はどうなるのか。
2020年に対して、2030年に人口が増加するのは
東京都だけになる。この東京都も2040年までは増
加するが、2040年をピークに減少に転じるのであ
り、2045年以降全ての都道府県が人口減少になる
のである。
すなわち、2040年以降は人口が増加する地域は
ゼロとなり、すべての都道府県が人口減少時代に
突入することが予測されている。
それでは、東京都・東京圏と高知県はどのよう
な状態になるのか。
2020年に東京都は1,405万人で日本の人口の
11.1％を占め、東京圏は3,691万人で日本の
29.3％を占めるが、高知県は69.2万人でわずか
0.55％であった。
これが2050年には、東京都は1,440万人になり、
日本の13.8％を占めるようになり、東京圏は
3,525万人となり、日本の33.7％を占めるように
なるのである。
これに対して、高知県は2050年に45.1万人と50
万人を切り、比率も0.43％となり、低下している
のである。
また、2020年に対して、2050年の人口が90％を
超えているのは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈
川県の東京圏の４都県と沖縄県の計５都県であ
り、東京圏への人口集中がさらにすすむことが予
測されているのである。
逆に、2020年に対して、2050の人口が70％を
切っているのは、青森県、岩手県、秋田県、山形
県、福島県、新潟県、和歌山県、山口県、徳島県、
高知県、長崎県の11県にのぼっており、農山漁村
県中心である。
このように、日本の人口は減少することが予測
されるとともに、日本国内でも人口増減の地域間
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格差が大きくなることが予測されている。
この日本および各地域の人口減少は同時に日本
および各地域の労働力人口の減少、すなわち労働
力不足をもたらすことになる。

日本および各地域が人口減少を是正する基本は
出生率（合計特殊出生率）を向上させることであ
る。
日本の人口を現状を維持するためには、合計特
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表２ 日本および都道府県別の予測人口と指数



殊出生率が2.07になることが求められるが、日本
は2022年で1.26で遠く及ばない。
一番高い沖縄県で1.70であり、高知県で1.36で
あり、最低は東京都の1.04である。
それゆえ、日本および各地域の人口減少、労働
力不足を補完することとして、外国人労働者の導
入が大きな課題となってきたのである。

Ⅱ 日本における外国人労働者の状態
厚生労働省は、2024年１月26日「『外国人雇用
状況』の届出状況まとめ（令和５年10月末時点）」
を発表しているので、それを基本資料として、日
本における外国人労働者の状況を明らかにしてい
きたい。

１ 外国人労働者数の推移
日本において、外国人労働者数はどのように推
移してきただろうか。それは図１のごとくであ
る。
外国人労働者は2008年段階では48.6万人であっ
た。その後、2012年を除いて、ほぼ増加傾向にあ
り、2013年には71.8万人になっている。それ以降
は急速に増加して、2020年には172.4万人まで増
加する。その後はコロナ禍のなかで、2021年
172.7万人と横這い状態になるが、2022年には増

加して182.3万人になる。そして、2023年はコロ
ナ対策の緩和の中で増加し、204.9万人に増加し
ている。200万人台の大台に乗ることになったの
である。
2023年は2008年の4.2倍になっている。

２ 国籍別外国人労働者
2023年10月で外国人労働者は204.9万人いるが、
その国籍別外国人労働者は、図２のごとくであ
る。
国籍別にみると、多い順に①ベトナム51万
8,364人（全体の25.3％）、②中国39万7,918人
（19.4％）、③フィリピン22万6,846人（11.1％）、
④ネパール14万5,587人（7.1％）、⑤ブラジル13
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図１ 日本における外国人労働者の推移

図２ 国籍別外国人労働者の割合



万7,132人（6.7％）、⑥インドネシア12万1,507人
（5.9％）となっている。ベトナム、中国、フィリ
ピンの３か国で全体の55.8％を占めている。

３ 産業別の外国人労働者
次に、産業別・外国人雇用事業所数および外国
人労働者数をみれば、表３のごとくである。
事業所数でみると、全産業合計31万8,775所で
あるが、産業別に多い順でみると、①卸売業・小
売業５万9,497所で全体の18.7％を占めており、
②製造業５万4,980所（17.2％）、③宿泊業・飲食
サービス業４万5,495所（14.3％）、④建設業３万
9,415所（12.4％）、⑤サービス業（他に分類され

ないもの）２万5,054所（7.9％）の順になってい
る。
なお、高知県で多い第１次産業の農業は１万
2,575所（3.9％）、漁業は1,404所（0.4％）で低
い水準にある。
これを外国人労働者数でみると、全体で204万
8,675人であるが、産業別にみると、①製造業55
万2,399人（27.0％）、②サービス業（他に分類さ
れないもの）32万755人（15.7％）、③卸売業・小
売業26万3,555人（12.9％）、④宿泊業、飲食サー
ビス業23万3,911人（11.4％）、⑤建設業14万
4,981人（7.1％）の順になり、製造業はトップで
かつ比率をアップさせていること、サービス業
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表３ 産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数



（他に分類されないもの）が第２位になっている
ことが特徴である。
なお、高知県とも関係する第１次産業の農業は
５万1,423人（2.5％）、漁業は5,507人（0.3％）
となっている。

１ 都道府県別の外国人雇用事業所数および外国
人労働者数
次に、都道府県別の外国人労働者の状態をみて
いこう。
まず、都道府県別雇用事業者数及び外国人労働
者数をみれば、表４のごとくである。
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第６表 ふるさと回帰支援センター（東京）移住希望地ランキング（2016-2022：暦年）

第７表 全国の移住相談窓口において受け付けた
相談件数

Ⅲ 移住者を迎え入れる側の地域
や自治体の動向

表４ 都道府県別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

Ⅲ 都道府県別の外国人労働者の
状態



事業所数は全国で31万8,775所であるが、都道
府県別にみると、どうなるか。
多い順にみると、①東京都７万9,707所（全体
の25.0％）②大阪府２万5,450人（8.0％）、③愛
知県２万5,225人（7.9％）、④神奈川県２万884所
（6.6％）、⑤埼玉県１万6,734所（5.2％）となっ
ており、東京都が断トツの１位であり、かつ東京
圏や大都市が中心である。
特に、東京圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千
葉県）は13万970所で全体の41.1を占めているの
であり、一極集中型になっている。
逆に、事業所数の少ない地域をみると、①秋田
県664所、②鳥取県719所、③島根県873所、④青
森県927所、⑤和歌山県1,034所、⑥高知県1,106
所となっており、農山漁村地域が中心であり、高
知県は少ない地域である。
ただし、高知県は2021年と2022年を比較してみ
ると、事業所数の増加率は913所から1,017所へ
11.4％増加しており、長崎県（1,434所→1,609所
で12.2％増加）に次いで全国第2位の増加率で
あった。
つぎに、都道府県別外国人労働者数をみてみよ
う。
多い順に、東京都54万2,992人（全体の26.5％）、
②愛知県21万159人（10.3％）、③大阪府14万
6,384 人（7.1％）、④ 神 奈 川 県 11 万 9,466 人
（5.8％）、⑤埼玉県10万3,515人（5.1％）となっ
ており、事業所数と同じく、東京圏および大都市
圏中心になっている。東京都の外国人労働者数は
事業所数よりも比率が高くなっている。
また、東京圏への外国人労働者数は84万4,827
人で41.2％を占めている。
逆に、外国人労働者数の少ない地域は、①秋田
県3,161人、②鳥取県3,526人、③高知県4,510人、
④和歌山県4,682人、⑤島根県4,978人となってい
る。

２ 都道府県別の産業別外国人労働者数の状態
都道府県別の産業別外国人労働者の状態はどう

か。表５のごとくである。
外国人労働者数で、一番多いのは製造業で55万
2,399人で全体の27.0％を占めている。
絶対数でみると、①愛知県８万6,276人、②大
阪府３万4,532人、③埼玉県３万4,168人、④東京
都３万2,048人、⑤静岡県２万9,376人となってい
る。
これを構成比率でみると、①愛媛県7,060人

（56.6％）、②岩手県3,751人（53.0％）、③山形県
2,490人（51.2％）が上位にくる。
２番目に多いのは、サービス業（他に分類され
ないもの）で29万5,700人（全体の16.2％）であ
る。
絶対数でみると、①東京都８万4,726人、②愛
知県３万7,805人、③大阪府２万5,134人である。
構成比率でみると、①群馬県１万 6,168 人
（32.1％）、②滋賀県7,385人（29.8％）、③静岡県
２万873人（27.9％）である。
３番目に多いのは卸売業・小売業で26万3,555
人（全体の12.9％）である。絶対数でみると、①
東京都９万937人、②大阪府２万2,647人、③愛知
県２万427人であり、構成比率でみると、①山口
県 2,291 人（21.0％）、②福岡県１万 1,718 人
（18.0％）、③東京都９万937人（16.7％）である。
４番目に多いのは、宿泊業・飲食サービス業で
23万3,911人（全体の11.4％）である。
絶対数でみると、①東京都11万394人、②大阪
府１万8,853人、③愛知県1万7,776人であり、構
成比率でみると①沖縄県3,028人（21.0％）、②東
京都 11 万 394 人（20.3％）、③京都府 4,183 人
（14.7％）となっている。

厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況
（2023年10月末現在）」によれば、高知県における
外国人労働者を雇用している事業所数は1,106所、
外国人労働者数は4,510人になっており、全国的
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第８表 都道府県別移住相談窓口等において受け
付けた相談件数

第９表 都道府県別移住相談窓口等において受け
付けた相談件数

第10表 高知県への移住者の動向

Ⅳ 高知県における外国人労働者
の現状



には多い方ではない。
ただし、2022年には事業所数は対前年増加率は
931→1,017で11.4％増になっており、長崎県に次
いで第２位となっている。
また、外国人労働者数は2011年1,251人からほ
ぼ毎年増加し、2020年3,473人になる。2021年コ
ロナ禍で減少するが、その後増加し、2023年
4,510人になっている（図３）。

１ 高知県における国籍別外国人労働者
高知県において、外国人労働者の現状はどう
か。
国籍別の在留資格別外国人労働者数は図４のご
とくである。
国籍別にみると、多い順に①ベトナム1,708人

（全体の37.9％）、②インドネシア794人（17.6％）、
③フィリピン 641 人（14.2％）、④中国 383 人
（8.5％）、⑤Ｇ７等247人（5.5％）となっており、
ベトナムが断トツの１位を占めている。
また、在留資格別にみると（図５）、①技能実
習生2,377人（全体の52.7％）、②専門的・技術的
分野の在留資格1,125人（24.9％）、③身分に基づ
く在留資格578人（12.8％）、④資格外活動306人
（6.8％）、⑤特定活動124人（2.7％）となってお
り、高知県では技能実習生が半数以上を占めてい
る。
ベトナムは1,708人のうち1,339人（78.4％）が
技能実習生である。フィリピンも641人のうち256
人（39.9％）が技能実習生、インドネシアも794
人のうち、424人（53.4％）が技能実習生である。
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表５ 都道府県別・産業別外国人労働者数



２ 高知県における産業別外国人労働者
つぎに、産業別の外国人雇用事業所数および外
国人労働者数をみると、図６のごとくである。
事業所数でみると、①農業354所（全体の
32.0％）、②製造業142所（12.8％）、③建設業111所
（10.0％）、④卸売業・小売業103所（9.3％）、⑤医
療・福祉98所（8.9％）となっている。農業が断ト
ツの１位であり、これが高知県の特徴である。
これを外国人労働者数でみると、①農業989人

（21.9％）、②製造業863人（19.1％）、③卸売業・
小売業 796 人（17.6％）、④医療・福祉 408 人
（9.0％）、⑤建設業394人（8.7％）となっている。
なお、漁業は事業所数は43所（3.9％）である
が、外国人労働者数は213人（4.7％）であり、第
１次産業の一翼を担っていることがわかる。

３ 高知県における事業所規模別外国人労働者
高知県における事業所規模別の外国人雇用事業
所数および外国人労働者数をみれば、図７、図８
のごとくである。
事業所数でみると、30人未満規模は793所（全
体の71.7％）で７割を超えている。30～99人規模
は、183所（16.5％）であり、100人未満規模は
976所で88.2％を占め、全国的にも小規模事業所
が多い。
また、外国人労働者数でみても、30人未満規模
が2,239（全体の49.6％）と半分近くになる。
30～99人は812人（18.0％）である。100人未満規
模は3,051人で全体の67.6％を占めている。
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図３ 高知県における外国人労働者の推移

図４ 国籍別外国人労働者の割合 図５ 在留資格別外国人労働者の推移



Ⅴ 高知県における外国人労働者政策
高知県は、外国人労働者政策について、『高知
県外国人材確保・活躍戦略』を策定しているので、
最も新しい『高知県外国人材確保・活躍戦略Ｖｅ
ｒ３』(2023年４月公開)にもとづいてみてみよ
う。
高知県は外国人労働者を確保するために、2021
年度～2023年度の基本方針として、2021年３月に
作成している。そして、2023年３月にその『Ｖｅ
ｒ３』をまとめている。
その背景・趣旨・目標は図９のごとくである。
それによると、「外国人材の確保を推進し、受け
入れた人材の生活を支え、定着及び活躍の促進を
図る環境整備に取り組むことにより、各産業分野
の人材確保を図るため」策定されたものである。

そして、目標として外国人労働者を2022年10月
2,236人から2023年度末3,150人にするものであ
る。
また、『Ｖｅｒ３』では、「賃金水準が都市部に
比べて低い本県が、外国人材から『選ばれる高知
県』になるため、高知県で働く外国人材の満足度
をさらに高め、賃金以外の面での魅力を向上して
いくため、関連施策の一層の充実・強化を図る」
と述べている。
そして、取り組みの方向性として、①戦略の柱
１－海外から優秀な人材を確保、②戦略の柱２－
県内における就労・相談体制の充実、③戦略の柱
３－地域の一員としての受入れ態勢の充実、の３
つの戦略の柱を提起している。
高知県の政策は網羅的、体系的になっているの
は確かであるが、どのような基本的姿勢で外国人
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図６ 産業別外国人労働者の割合 図７ 事業所規模別・外国人雇用事業所の割合

図８ 事業所規模別・外国人労働者の割合



労働者と結び合うのかが明確でないようである。
たとえば、外国人労働者に「選ばれる高知県」
になるといっても、その内容が明確になっている
とは必ずしもいえない状態である。

日本全体にとっても、高知県にとっても、外国
人労働者を迎えるにあたって、なぜ基本的姿勢が
必要なのか。
それは、日本において人口減少をもとに、労働
力人口が減少し、それにともない労働力不足、人
材不足が大きな問題となっているからである。そ
して、その労働力不足を補充するために、比較的
安い賃金で雇用できる東南アジアを中心とする
国々の外国人労働者を雇用することになりかねな
いからである。
それでは、現在の日本の人手不足状態はどう

なっているのか。帝国データバンクによると、
2023年１月段階の人手不足企業のの割合は、正社
員で51.7％、非正社員で31.0％と高い水準になっ
ている。2012年には正社員23.8％、非正社員
15.7％であったからずいぶん高い比率となってい
る(図10)。
業種別の人手不足の比率が高い分野をみると、
図11のごとくである。



29

人口減少県・高知が外国人労働者を迎える基本的姿勢

四銀経営情報 2024.４

Ⅵ 外国人労働者を迎える基本的姿
勢の必要性

図９ 『高知県外国人材確保・活躍戦略 ver.3 』の背景・趣旨・目標

図10 人手付則企業の割合（コロナ禍前後比較）

図11 正社員・非正社員の人手不足割合（上位10業種）



正社員では、①旅館・ホテル77.8％、②情報
サービス73.1％、③メンテナンス・警備・検査
68.7％が高く、非正社員では、①旅館・ホテル
81.1％、②飲食店80.4％、③人材派遣・紹介
60.5％となっている。
それでは、将来的に日本の労働力不足はどうな
るのか。
日本および都道府県別生産年齢人口（15～64歳
年齢層）が2050年にどのようなると予測されてい
るのか。それは表６のごとくである。
日本全体でみると、2020年7,509万人から2050
年 5,540万人に減少する。2050年は2020年の
73.8％に３割近く減少することが予測されてい
る。現在でも労働力不足が問題になっているの
に、さらなる減少である。
この労働力不足も地域間格差が大きいことであ
る。
2050年に2020年の80％を維持している地域は、
東京都(93.7％)、千葉県 (81.4％)、神奈川県
(81.0％)、埼玉県(80.6％)と沖縄県(82.0％)の東
京圏の４都県と沖縄県だけである。
逆に、2050年に2020年の60％以下なのは、青森
県(48.3％)、岩手県(53.9％)、秋田県(47.7％)、
山 形 県 (57.2％)、福 島 県 (56.7％)、新 潟 県
(59.6％)、奈良県(59.7％)、和歌山県(58.5％)、
徳 島 県 (56.7％)、高 知 県 (55.5％)、長 崎 県
(56.2％)と11県にのぼっている。
高知県は2020年の37.1万人から2050年の20.6万
人と半分近くになっている。
この日本の労働力不足状態を補完するものと期
待されているのが、外国人労働者である。
しかも、比較的賃金が安い東南アジアの人たち
であり、現に日本にきている外国人労働者の多く
はこれらの国々の人たちである。
いま、主な国の月平均賃金（全産業）をみると、
表７のごとくである。これらの国の賃金をみると
日本＝100とすると、ベトナム10.4、中国30.2、
インドネシア4.9、フィリピン11.0、タイ17.5、
ブラジル16.0と比較的低い状態にある。
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表６ 日本および都道府県別人口（15～64歳）の
2020年と2050年の状態と指数



それゆえ、日本の労働力不足を比較的安い国々
から補完するということが主たる目的になると、
不満・対立・あつれきなどの問題が生じかねない
のである。
そこで、私たちは外国人労働者を賃金の比較的
安い労働力と位置づけるのではなく、日本人労働
者と外国人労働者が協力して新しい地域(社会)づ
くり、新しいふるさとづくりをするという基本的
姿勢が必要になっているのである。

それでは、高知県（民）が外国人労働者を迎え
る基本的姿勢はどのようなことになるのか。
それは、高知県(民)がこれまで努力している地
域（社会）づくり、ふるさとづくりを外国人労働
者とともに発展させることである。
すなわち、高知県(民)が外国人労働者とともに
力を合わせて新しい高知県、新しい地域（社会）、
新しいふるさとづくりを進めていくということで
ある。
外国人労働者が高知県に来るということは、高
知県民にとっては高知県で国際交流をするという
ことであり、「内なる国際交流」「内なる国際化」
ということである。これは外国に出て外国人と国
際交流する「外なる国際交流」「外なる国際化」

よりも国際交流しやすいことである。
また、この外国人労働者との交流を通じて、外
国人労働者の国や地域との交流に発展していけ
ば、「外なる国際交流」「外なる国際化」へ発展し
ていくことになる。
たとえば、高知県で始まった「よさこい祭」「よ
さこい踊り」が外国人労働者や高知県への留学生
を通じて、世界に広がり、「国際化」しているこ
とがその事例の一つである。
このように、高知県（民）が外国人労働者を迎
える基本的姿勢は、高知県民が外国人労働者と力
を合せて、みんなが幸せになる「新しい地域（社
会）づくり」「新しいふるさとづくり」をすると
いうことである。
外国人労働者を「新しい地域（社会）づくり」

「新しいふるさとづくり」をいっしょにする担い
手と位置づけているのである。

高知県（民）が外国人労働者を迎え入れて、と
もに力を合せて「新しい地域（社会）づくり」「新
しいふるさとづくり」すなわち、「新しい高知県
づくり」をするためには両者が良好な関係を結ぶ
ことが大切である。
特に、高知県（民）は迎え入れる側に立つが、
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表７ 各国の月平均賃金（全産業）

Ⅶ 高知県(民)が外国人労働者を
迎える基本的姿勢

Ⅷ 高知県（民）が外国人労働者
を迎え入れる条件整備



その場合は高知県（民）は何に留意する必要があ
るのか。
それは、外国人労働者の居場所づくりを示す必
要があるということである。
外国人労働者の居場所づくりの大枠は図12のご
とくである。
第一に、全体的な居場所づくりとして、お互い
に意思が通じ合うことが必要であり、言葉＝日本
語及び各国の言語の交流・研修を広めることであ
る。
お互いに使用する共通語は日本語であり、特に
外国人労働者には日本語をマスターすることが必
要である。
また、それぞれの国には、文化・教育・生活習
慣などの違いがあり、お互いにその違いを認め合
い、尊重し合う気風を高めることが大切である。
特に外国人労働者には日本の文化・教育・生活習
慣の理解が求められる。
第二に、働き生きていくためには、労働（生産）
の場での居場所づくりが必要なことである。

ここでは、日本人と外国人労働者との労働条件
や労働環境を同等にすることである。
また、日本人でも外国人労働者でも、労働能力
＝技能の向上を図り、資格などを取得することを
求めれば、それが実現できるように責任をもって
推進することである。
第三に、生活（くらし）の場における居場所づ
くりである。
ここでは、生活（くらし）していくのに必要な
条件を整えることである。特に、衣・食・住のな
かでも「住」の整備が大切である。
そして、地域住民との交流の場をたくさん設け
ることによって、お互いに理解し合える場を広げ
ることである。
この生活（くらし）の場での居場所づくりは、
都市地域と農山漁村地域で異なる点もあり、都市
地域では小学校区、農山漁村地域では集落が基礎
単位になることが多いといえよう。
第四に、外国人労働者及びその家族が日本（高
知県）にいることによって生じる悩みや喜び・悲
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図12 外国人労働者の居場所づくりの大枠



しみ・怒りなどの問題点をともに語りあう場が必
要であり、その居場所づくりが大切である。
そして、語りあうことによって問題を解決する
ことが大切であり、その支援体制をつくることも
大切である。
この居場所づくりを大切にしながら、高知県

（民）と外国人労働者が力を合わせ、新しい高知
県、新しい地域（社会）、新しいふるさとをつく
ることである。
そこでは、ともに生きる「共生」、ともに働く

「共働」、ともに育つ「共育」、ともにつくる「共創」
が大切になるであろう。

高知県（民）と外国人労働者が力を合わせて、
新しい高知県づくり、新しい地域（社会）づくり、
新しいふるさとづくりをするのであるが、そのと
き、両者が良好な関係で行動するためにはお互い
に尊重する基本的な原則がある。それは、図13の
ごとくである。

第一に、「自主性（自発性・内発性）の原則」
である。
高知県民と外国人労働者が共同作業するとき
は、両者がそれぞれもっている自発的な想いや願
い、考えていることを自由にだすことが大切であ
る。
すなわち、それぞれが自主的に自発的にものご
とを考え、自由に発言できることが大切であり、
それぞれの想いや願い、考えを互いに尊重するこ
とが大切である。

第二に、民主性・自由性の原則である。
高知県民と外国人労働者は対等・平等であり、
それぞれがもつ想ひや願いや考えを自由に出すと
ともに、その内容について、自由に、民主的に話
しあい、お互いに民主的に合意を形成することが
大切である。それぞれは対等・平等であり、一部
の人の意見が一方的に決まることを避けることが
大切である。
第三に、公正性・公開性の原則である。
ものごとを決定し、実行する場合、その内容や
決定の過程が公正であることである。その内容や
決定過程がだれにとっても公正になることであ
る。
この決定内容や決定過程が公正であるために
は、その内容や決定過程が公開されることであ
る。公開されることにより、それぞれの当事者が
納得するものになるからである。
第四に、互恵性（互尊性）の原則である。
ものごとを決定し、実行する場合、その内容は、
お互いにプラスになるような内容になることであ
る。
特に、高知県民と外国人労働者が共同作業する
場合、その内容がお互いにプラスになること、す
なわち、それぞれの価値観や生き方に違いがある
場合、お互いの想いや願いを大切し、尊重しあい、
お互いがプラスになるように心がけることであ
る。
このような原則を大切にしながら、ともに力を
合わせ、新しい高知県づくり、新しい地域社会づ
くり、新しいふるさとづくりをすることが大切で
ある。

高知県民と外国人労働者がいっしょになって新
しい高知県づくり、新しい地域（社会）づくり、
新しいふるさとづくりをするときのキーワードは
なにか。
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図13 外国人労働者と共生するための基本的原則

Ⅹ 新しい地域（社会）づくりの
キーワードは「共」・「協」・「響」

Ⅸ 高知県（民）と外国人労働者
が共生するための基本的原則



それは「共」・「協」・「響」であると、思ってい
る。
それは、ごくあたり前に「生きる」ことは、と
もに生きる「共生」、力をあわせて生きる「協生」、
心の琴線に響きあわせながら生きる「響生」であ
るからである。
現に「働く」ことだって、ともに働く「共働」、
力をあわせて働く「協働」、心の琴線に響きあわ
せながら働く「響働」をしているからである。
勝つか敗けるかの生き残りをかけた「生存競
争」の「競争」だって、ともにつくる「共創」、
力をあわせてつくる「協創」、心の琴線に響きあ
いながらつくる「響創」に転化させていくことが
大切であるからである。
「教育」の内容や意義だって、ともに育つ「共
育」、力をあわせて育つ「協育」、心の琴線に響き
あわせながら育つ「響育」が基本だからである。
この「共」・「協」・「響」をキーワードに、現実
の労働や日常生活のなかでおこる「絶望」ではな
く「希望」を、「不信」ではなく「信頼」を、「い
らだち」ではなく「寛容」を、「あきらめ」では
なく「光＝生きる力」を見つけだし、その「希望」
「信頼」「寛容」「光＝生きる力」の芽を育て、大
きくすることが求められているのである。
そして、お互いがお互いを認めあい、お互いが
お互いを支えあい、お互いがお互いを必要とする
新しい高知県づくり、新しい地域（社会）づくり、
新しいふるさとづくりを実現していくことが大切
になっているのである。

おわりに
人口が減少する日本、特に高知県を対象に外国
人労働者を迎える方向性＝基本的姿勢について分
析してきた。
そこで、高知県（民）は外国人労働者とお互い
の違いを尊重しながら、力を合わせて、新しい高
知県づくり、新しい地域社会づくり、新しいふる
さとづくりをすることを基本的姿勢にすることを

提示した。
そこでは、高知県（民）は外国人労働者とお互
いの個性や能力を伸ばしあい、お互いがお互いに
人間として豊かになっていく方向性である。
それは、お互いがお互いを支えあい、お互いが
お互いを必要とする居場所づくりでもある。
そこで、お互いに生きがいの持てる、お互いに
働きがいの持てる高知県となると思われる。
そして、私たちは国際社会の一員として、新し
い国づくり、新しい平和な国際社会づくりへと発
展していくことを期待したい。

参考文献
福田善乙(2023)「日本の移住政策と人口減少地域
（高 知）の 対 応 と 課 題」『四 銀 経 営 情 報』
No.185
福田善乙(2022)「高知県下市町村および集落の状
態と政策課題」『四銀経営情報』No.181
福田善乙(2021)「地域際収支からみた都道府県の
状態と政策課題」『四銀経営情報』No.177
福田善乙(2020)「都道府県からみた日本の人口減
少問題と政策課題」『四銀経営情報』No.174
福田善乙(2020)「世界からみた日本の人口減少問
題と政策課題」『四銀経営情報』No.172
福田善乙(2019)「外国人労働者受け入れ政策の新
展開と今後の課題」『四銀経営情報』No.168
福田善乙(2018)「転機に立つ『ふるさと納税制度』
の現状と課題」『四銀経営情報』No.165
福田善乙(2018)「高知県経済の現状と今後の方向
性」『四銀経営情報』No.162
福田善乙(2018)「林業政策の新たな展開に向け
て」『四銀経営情報』No.156
福田善乙(2020)「『共』・『協』・『響』をキーワー
ドに日本の明日を考える」『文化高知』No.214

34



四銀経営情報 2024.４


